
木更津工業高等専門学校入学者選抜志願者のみなさまへ 

（新型コロナウイルス感染症等の対応） 

 

 所定の期間に出願手続きを完了させた者のうち、次に掲げる者を対象に、受験機会の

確保のため追試験を実施します。 

 

１．対象者 

・学校保健安全法施行規則（昭和 33年文部省令第 18号）第十八条に定める感染症 

に罹患、または罹患の可能性があり、本試験を受験できなかった者。 

・その他、受験生自身の責めに帰することができない理由で本試験を受験できなかった 

者で、本校校長が認めた者。 

 

2．追試験の申請方法 

 【推薦】 

① 電話連絡 

→ 令和 5年 1月 22日（日）10時 00分までに、学生課教務係（0438-30- 

4040）へ電話連絡を行ってください。 

② 追試験受験申請書の提出 

→ 令和 5年 1月 23日（月）16時 00分までに、在籍学校を通じて、別紙の「追 

試験受験申請書」を提出してください。 

 

【学力・帰国子女】 

① 電話連絡 

→ 令和 5年 2月 12日（日）9時 00分までに、学生課教務係（0438-30- 

4040）へ電話連絡を行ってください。 

② 追試験受験申請書の提出 

→ 令和 5年 2月 13日（月）16時 00分までに、在籍学校を通じて、別紙の「追 

試験受験申請書」を提出してください。 



○無症状の濃厚接触者の受験について 

 本校では、できうる限りの感染防止策を行い、安心安全な試験実施に取り組みます。 

 試験当日に、以下 1～3 の条件をすべて満たす場合に限り、別室による受験を認めま

す。 

 無症状の濃厚接触者に該当する受験生は、事前に学生課教務係（0438-30-4040）

まで、電話連絡を行ってください。 

 

１． 自治体または医療機関が実施する PCR 検査または抗原定量検査の結果が陰性で

あること。検査結果が判明しない限り受験できない。この場合は、追試験の受験対象

となる。 

２． 試験当日も無症状であること。 

３． 試験当日、公共交通機関（電車、バス、タクシー）を利用せず、かつ、人が密集する場

所を避けて、試験会場に来ることができること。 



（注意） 

1. 本申請書は、すみやかに提出してください。 

2. 本申請書の提出により、医療機関の証明書又は学校長が出席停止の措置を行ったことについて証明する書類の

提出は不要です。 

令和５年度木更津工業高等専門学校入学者選抜 追試験受験申請書 

 

令和  年  月  日 

木更津工業高等専門学校長 殿 

                       ﾌ ﾘ ｶﾞﾅ 

志願者 氏 名                   

保護者 氏 名                印 

 

追試験の受験を下記理由により申請します。 

 

記 

 

1. 受験番号          

第 1 志望学科            学科 

  試験種（該当の□に✓記入） □ 推薦入学者選抜 □ 学力入学者選抜 □ 帰国子女特別入試 

 

２. 申請理由（該当の□に✓記入） 

 新型コロナウイルス感染症に罹患し，本試験を受験できなかったため 

（診断日 令和５年 月   日／自宅療養等の期間   月  日 ～  月  日） 

 感染症に罹患し，本試験を受験できなったため 

□インフルエンザ（Ａ型・Ｂ型） □その他感染症（                 ） 

（出席停止期間 令和５年  月  日 ～    月   日） 

 新型コロナウイルス感染症の濃厚接触者と指定され本試験を受験できなったため 

（自宅療養等の期間 令和５年  月  日 ～    月   日） 

 試験日直前・当日に発熱や咳等の症状が発症し、医療機関等の受診が間に合わないが、新型コロナウ 

イルス感染症の罹患が疑われ本試験を受験できなかったため 

 その他（                                        ） 

 

３. 中学校等の長記入欄 

上記申請理由が、事実と相違ない旨証明いたします。 

                      令和  年  月  日 

 

学校名      校長名       （公印） 

 

 

担当者氏名                  

担当者連絡先（電話番号）                    


